
「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
(平成26年 4月 14日 科発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参考 )

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無:□ (無の場合は委託先機関

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

有 □ 無 ■ (有の場合はその内容当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無

2023 年 3 月 31 日
厚生労働大臣

冥―目立長島 暑食1早r衛」三巧彩 響痒長丼―殿
4羹 l保懃 霧 科 学 嚇 キ

機関名 国立研究開発法人国立がん研究センター

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 中釜 斉

次の職員の(元号) 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2.研究課題名 がん患者の自殺予防プログラムの開発に向けた研究

3.研究者名 バ バ の

究室・室長

(氏名三:乙上ガ立主墾五_匹姪L立ヱIL旦_壺21Ё■___

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

人を対象とする生命科学 。医学系研究に関する

倫理指針 (※ 3)

国立がん研究センター

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

(指針の名

称 :           )

□

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

「人を対

6.利益相反の管理

(留意事項 ) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

■ □



「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
(平成26年 4月 14日 科発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参考 )

受講 ■  未受講 □

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況

当

有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

有 □ 無 ■ (有の場合はその内容当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無

2023 年 3 月 31 日

厚生労働大臣
―(島:謳薬―品イさ話謳幹生研究勇刷尋〉― 殿

(目立側 鯉動新織鶴議井

機関名 国立研究開法人国立がん研究センター

所属研究機関長 職 名 理事長

氏  名 中釜 斉

次の職員の(元号) 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2.研究課題名 ど∠2董窒E」菫憂距 LE左二∠」ュニ2LラL△鱚 壁上⊆IЁ」」巨塑堕 _________________
3.研究者名

`所

属書R黒・ 騰 名 ) が ん 対 笛 石井牢 所 。石井牢 締 (支持・ サ バ イ バーシ ソヽプ)

(氏名 。フリガナ)内富 庸介・ウチ トミ ヨウスケ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり ベ 針に関 る 会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6.利益相反の管理

(留意事項 ) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

「人を対

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (※

2)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関

人を対象とする生命科学 。医学系研究に関する

倫理指針 (※ 3)

国立がん研究センター

□   ■ □ □遺伝子治療等臨床研究に関する指針

□   ■
厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針

□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

(指針の名

称 :           )

■ □

□



「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
(平成26年 4月 14日 科発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参考)

受講 ■  未受講 □

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況

有 ■ 無:□ (無の場合は委託先機関当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

有 □ 無 ■ (有の場合はその内容当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無

2023 年 3 月 31 日
厚生労働大臣

冥―昌」肇慇群籍静紹勢談斯長丼 殿
4藁 ]保偲 朝 科 学 嚇 キ

機関名 公立大学法人名古屋市立大学

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 郡 健二郎

次の職員の(元号) 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2.研究課題名 がん患者の自殺予防プログラムの開発に向けた研究

3.研究者名 (所 属部 署 ・ 腑 名 )大 学 陣 医 学 石井牢 科 。新 将

(氏名・フリガナ)明智 龍男 。アケチ タツオ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべ 針に関 る 理

ク

員 んでいる み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェッ

その他 (特記事項 )

すること。

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

「人を対

6.利益相反の管理

該当する□にチェックを入れること。

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

人を対象とする生命科学 。医学系研究に関する

倫理指針 (※ 3)

□ □

□遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針

□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

(指針の名

称 :           )

(留意事項 )

分担研究者の する機関の長も作成すること。

□ ■

□ ■ □ □

□



「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
(平成26年 4月 14日 科発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参考 )

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

有 ■ 無‐□ (無の場合は委託先機関当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

有 □ 無 ■ (有の場合はその内容当研究に係るC01に ついての指導 。管理の有無

厚生労働大臣
く‐目立笹薬 品食品衛4巧彩り手長:トー殿

4羹 l保懃 場 料 判 霧 ふ

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

2023 年 3 月 31 日

国立研究開発法人国立がん研究センター

理事長

中釜 斉

次の職員の(元号) 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理
については以下のとおりです。

がん対策推進総合研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

がん患者の自殺予防プログラムの開発に向|すた研究

(所属部署・職名)中央病院頭頚部外科・科長

(1:!::」:`1ろL__1__::Z:_Lと _2!:il_1::l二 )___二 :::L:奎 1_______:l」 !』:二:三二二__:::::1__:::```L::1::l_1::L_____t::_1111:_:::111_::!!::

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

人を対象とする生命科学 。医学系研究に関する

倫理指針 (※ 3)

□   ■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

(指針の名

称 :           )

□   ■ □

4.倫理審査の状況

※ 1)当 る に た り べき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6.利益相反の管理

(留意事項 ) ・該当する□にチェックを入れること。

所属する機関の長も作成すること。

み」にチェ

「人を対

□

□



「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
(平成26年 4月 14日 科発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参考 )

受講 ■  未受講 □

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

2023 年 3 月 31 日
厚生労働大臣

■国瞳誓課晰轟覇辞寵彗産船井長■ 殿
4襲 蝶 偲 朝 斜 引 嚇 キ

機関名 京都大学

所属研究機関長 職 名 医学研究科長

氏 名 伊佐 正

次の職員の(元号) 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2.研究課題名 がん患者の自殺予防プログラムの開発に向けた研究

3.研究者名 (所属部署・職名)医学部附属病院 医療安全管理部・教授

(【名 リガナ)松村 由美 ｀
ソム フ ユ ミ。フ l 。マ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員 が済んでいる場合は、

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

み」にチェ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)
該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

人を対象とする生命科学 。医学系研究に関する

倫理指針 (※ 3)

■ 京都大学 医の倫理委員会

□遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■

□
厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

(指針の名

称 :           )

(※ 2) の場合は、その理 を記 ること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6.利益相反の管理

(留意事項) 該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

□

□ ■ □

□ ■ □ □


